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四日市市条例第３号 

四日市市刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条  

例 

（四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正）  

第１条 四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成２１年四日市市条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（罰則） （罰則） 

第１８条 第５条第６項の規定に違反し

て秘密を漏らした者は、１年以下の拘

禁刑又は５０万円以下の罰金に処す

る。 

第１８条 第５条第６項の規定に違反し

て秘密を漏らした者は、１年以下の懲

役又は５０万円以下の罰金に処する。 

 

（四日市市行政不服審査法施行条例の一部改正）  

第２条 四日市市行政不服審査法施行条例（平成２８年四日市市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（罰則） （罰則） 

第１７条 第５条第６項又は第７条第４

項の規定に違反した者は、１年以下の

拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処す

る。 

第１７条 第５条第６項及び第７条第４

項の規定に違反した者は、１年以下の

懲役又は５０万円以下の罰金に処す

る。 

 

（四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第３条 四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年四日市市条例第３



３号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

６ 次に掲げる者が、正当な理由がない

のに附則第２項の規定の施行前におい

て旧実施機関が保有していた個人の秘

密に属する事項が記載された旧条例第

２条第５号に規定する電子個人情報フ

ァイル（その全部又は一部を複製し、

又は加工したものを含む。）を附則第

２項の規定の施行後に提供したとき

は、２年以下の拘禁刑又は１００万円

以下の罰金に処する。 

６ 次に掲げる者が、正当な理由がない

のに附則第２項の規定の施行前におい

て旧実施機関が保有していた個人の秘

密に属する事項が記載された旧条例第

２条第５号に規定する電子個人情報フ

ァイル（その全部又は一部を複製し、

又は加工したものを含む。）を附則第

２項の規定の施行後に提供したとき

は、２年以下の懲役又は１００万円以

下の罰金に処する。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

  

７ 前項に規定する者が、自己若しくは

第三者の不正な利益を図る目的で、そ

の業務に関して知り得た附則第２項の

規定の施行前において旧実施機関が保

有していた旧個人情報（公文書に記録

されているものに限る。）を同項の規

定の施行後に提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の拘禁刑又は５０万円

以下の罰金に処する。 

７ 前項に規定する者が、自己若しくは

第三者の不正な利益を図る目的で、そ

の業務に関して知り得た附則第２項の

規定の施行前において旧実施機関が保

有していた旧個人情報（公文書に記録

されているものに限る。）を同項の規

定の施行後に提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金に処する。 

  

８ 次の各号のいずれかに該当する者

は、１年以下の拘禁刑又は３万円以下

の罰金に処する。ただし、他の法令に

別段の定めがある場合は、この限りで

ない。 

８ 次の各号のいずれかに該当する者

は、１年以下の懲役又は３万円以下の

罰金に処する。ただし、他の法令に別

段の定めがある場合は、この限りでな

い。 



(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

 

（四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部改正）  

第４条 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例（大正１３年四日市

市許可）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

第１０条 普通退隠料、通算退隠料、増

加退隠料及ビ扶助料（第２号又ハ第３

号ノ場合ニオイテハ通算退隠料ヲ除

ク）ヲ受クルノ権利ヲ有スル者次ノ各

号ノ一ニ該当スルトキハソノ権利消滅

ス 

第１０条 普通退隠料、通算退隠料、増

加退隠料及ビ扶助料（第２号又ハ第３

号ノ場合ニオイテハ通算退隠料ヲ除

ク）ヲ受クルノ権利ヲ有スル者次ノ各

号ノ一ニ該当スルトキハソノ権利消滅

ス 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 死刑又ハ無期若クハ３年ヲ超ユル

拘禁刑ニ処セラレタルトキ 

(2) 死刑又ハ無期若クハ３年ヲ超ユル

懲役若クハ禁錮ノ刑ニ処セラレタル

トキ 

(3) （略） (3) （略） 

在職中ノ職務ニ関スル犯罪（過失犯ヲ

除ク）ニ因リ拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレ

タルトキハソノ権利消滅ス但シソノ在職

カ普通退隠料ヲ受ケタル後為サレタルモ

ノナルトキハソノ再在職ニ因リテ生シタ

ル権利ノミ消滅ス 

在職中ノ職務ニ関スル犯罪（過失犯ヲ

除ク）ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタ

ルトキハソノ権利消滅ス但シソノ在職カ

普通退隠料ヲ受ケタル後為サレタルモノ

ナルトキハソノ再在職ニ因リテ生シタル

権利ノミ消滅ス 

  

第１５条 次ニ掲クル年月数ハ在職年ヨ

リコレヲ除算ス 

第１５条 次ニ掲クル年月数ハ在職年ヨ

リコレヲ除算ス 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 市吏員退職後在職中ノ職務ニ関ス

ル犯罪（過失犯ヲ除ク）ニ因リ拘禁

刑以上ノ刑ニ処セラレタルトキハソ

(3) 市吏員退職後在職中ノ職務ニ関ス

ル犯罪（過失犯ヲ除ク）ニ因リ禁錮

以上ノ刑ニ処セラレタルトキハソノ



ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年

月数 

犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月

数 

(4) （略） (4) （略） 

  

第１９条 市吏員次ノ各号ノ一ニ該当ス

ルトキハソノ引続キタル在職年ニ付退

隠料又ハ退職給与金ヲ受クルノ資格ヲ

失フ 

第１９条 市吏員次ノ各号ノ一ニ該当ス

ルトキハソノ引続キタル在職年ニ付退

隠料又ハ退職給与金ヲ受クルノ資格ヲ

失フ 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 在職中拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレ

タルトキ 

(2) 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタ

ルトキ 

  

第２３条 普通退隠料ヲ受クル者次ノ各

号ノ一ニ該当スルトキハソノ間コレヲ

停止ス 

第２３条 普通退隠料ヲ受クル者次ノ各

号ノ一ニ該当スルトキハソノ間コレヲ

停止ス 

(1) （略） (1) （略） 

(2) ３年以下ノ拘禁刑ニ処セラレタル

トキハソノ月ノ翌月ヨリソノ執行ヲ

終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至

リタル月迄但シ刑ノ執行猶予ノ言渡

ヲ受ケタルトキハ停止セスソノ言渡

ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌

月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受

クルコトナキニ至リタル月迄コレヲ

停止ス 

(2) ３年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処

セラレタルトキハソノ月ノ翌月ヨリ

ソノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコ

トナキニ至リタル月迄但シ刑ノ執行

猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ停止セ

スソノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取

消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又

ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル

月迄コレヲ停止ス 

(3)及び(4) （略） (3)及び(4) （略） 

  

第３１条 扶助料ヲ受クル者３年以下ノ

拘禁刑ニ処セラレタルトキハソノ月ノ

翌月ヨリソノ刑ノ執行ヲ終リ又ハソノ

執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄

扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ執行猶予ノ言

第３１条 扶助料ヲ受クル者３年以下ノ

懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ

ハソノ月ノ翌月ヨリソノ刑ノ執行ヲ終

リ又ハソノ執行ヲ受クルコトナキニ至

リタル月迄扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ執



渡シヲ受ケタルトキハ扶助料ハコレヲ

停止セスソノ言渡ヲ取消サレタルトキ

ハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ

又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル

月迄コレヲ停止ス 

行猶予ノ言渡シヲ受ケタルトキハ扶助

料ハコレヲ停止セスソノ言渡ヲ取消サ

レタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ

執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキ

ニ至リタル月迄コレヲ停止ス 

前項ノ規定ハ拘禁刑以上ノ刑ニ処セラ

レ刑ノ執行中又ハソノ執行前ニ在ル者ニ

扶助料ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ

付コレヲ準用ス 

前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ

刑ノ執行中又ハソノ執行前ニ在ル者ニ扶

助料ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ付

コレヲ準用ス 

 

（四日市市職員給与条例の一部改正） 

第５条 四日市市職員給与条例（昭和２４年四日市市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（期末手当の支給制限） （期末手当の支給制限） 

第６０条の３ 次の各号のいずれかに該

当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期

末手当（第４号に掲げる者にあって

は、その支給を一時差し止めた期末手

当）は、支給しない。 

第６０条の３ 次の各号のいずれかに該

当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期

末手当（第４号に掲げる者にあって

は、その支給を一時差し止めた期末手

当）は、支給しない。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日か

ら当該基準日に対応する支給日の前

日までの間に離職した職員（前２号

に掲げる者を除く。）で、その離職

した日から当該支給日の前日までの

間に拘禁刑以上の刑に処せられたも

の 

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日か

ら当該基準日に対応する支給日の前

日までの間に離職した職員（前２号

に掲げる者を除く。）で、その離職

した日から当該支給日の前日までの

間に禁錮以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当 (4) 次条第１項の規定により期末手当



の支給を一時差し止める処分を受け

た者（当該処分を取り消された者を

除く。）で、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以

上の刑に処せられたもの 

の支給を一時差し止める処分を受け

た者（当該処分を取り消された者を

除く。）で、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し禁錮以上

の刑に処せられたもの 

  

（期末手当の支給の一時差止） （期末手当の支給の一時差止） 

第６０条の４ 任命権者は、支給日に期

末手当を支給することとされていた職

員で当該支給日の前日までに離職した

ものが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該期末手当の支給を一時差

し止めることができる。 

第６０条の４ 任命権者は、支給日に期

末手当を支給することとされていた職

員で当該支給日の前日までに離職した

ものが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該期末手当の支給を一時差

し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日

までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その

者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ

いて拘禁刑以上の刑が定められてい

るものに限り、刑事訴訟法（昭和２

３年法律第１３１号）第６編に規定

する略式手続によるものを除く。第

３項において同じ。）をされ、その

判決が確定していない場合 

(1) 離職した日から当該支給日の前日

までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その

者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ

いて禁錮以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和２３

年法律第１３１号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第３

項において同じ。）をされ、その判

決が確定していない場合 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 任命権者は、一時差止処分につい

て、次の各号のいずれかに該当するに

至った場合には、速やかに当該一時差

止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合におい

て、一時差止処分を受けた者がその者

の在職期間中の行為に係る刑事事件に

３ 任命権者は、一時差止処分につい

て、次の各号のいずれかに該当するに

至った場合には、速やかに当該一時差

止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合におい

て、一時差止処分を受けた者がその者

の在職期間中の行為に係る刑事事件に



関し現に逮捕されているときその他こ

れを取り消すことが一時差止処分の目

的に明らかに反すると認めるときは、

この限りでない。 

関し現に逮捕されているときその他こ

れを取り消すことが一時差止処分の目

的に明らかに反すると認めるときは、

この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一

時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に

処せられなかった場合 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一

時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処

せられなかった場合 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

４から６まで （略） ４から６まで （略） 

 

（四日市市職員退職手当支給条例の一部改正）  

第６条 四日市市職員退職手当支給条例（昭和３１年四日市市条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第１３条 退職をした者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者に対し、当該退職に係る一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処

分を行うものとする。 

第１３条 退職をした者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者に対し、当該退職に係る一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処

分を行うものとする。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該

起訴に係る犯罪について拘禁刑以上

の刑が定められているものに限り、

刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３

１号）第６編に規定する略式手続に

よるものを除く。以下同じ。）をさ

れた場合において、その判決の確定

前に退職をしたとき。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該

起訴に係る犯罪について禁錮以上の

刑が定められているものに限り、刑

事訴訟法（昭和２３年法律第１３１

号）第６編に規定する略式手続によ

るものを除く。以下同じ。）をされ

た場合において、その判決の確定前

に退職をしたとき。 



(2) （略） (2) （略） 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払

差止処分を行った退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに

至った場合には、速やかに当該支払差

止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合におい

て、当該支払差止処分を受けた者がそ

の者の基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し現に逮捕されているとき

その他これを取り消すことが支払差止

処分の目的に明らかに反すると認める

ときは、この限りでない。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払

差止処分を行った退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに

至った場合には、速やかに当該支払差

止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合におい

て、当該支払差止処分を受けた者がそ

の者の基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し現に逮捕されているとき

その他これを取り消すことが支払差止

処分の目的に明らかに反すると認める

ときは、この限りでない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該支払差止処分を受けた者につ

いて、当該支払差止処分の理由とな

った起訴又は行為に係る刑事事件に

つき、判決が確定した場合（拘禁刑

以上の刑に処せられた場合及び無罪

の判決が確定した場合を除く。）又

は公訴を提起しない処分があった場

合であって、次条第１項の規定によ

る処分を受けることなく、当該判決

が確定した日又は当該公訴を提起し

ない処分があった日から６月を経過

した場合 

(2) 当該支払差止処分を受けた者につ

いて、当該支払差止処分の理由とな

った起訴又は行為に係る刑事事件に

つき、判決が確定した場合（禁錮以

上の刑に処せられた場合及び無罪の

判決が確定した場合を除く。）又は

公訴を提起しない処分があった場合

であって、次条第１項の規定による

処分を受けることなく、当該判決が

確定した日又は当該公訴を提起しな

い処分があった日から６月を経過し

た場合 

(3) （略） (3) （略） 

６から１０まで （略） ６から１０まで （略） 

  

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた

場合等の退職手当の支給制限） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場

合等の退職手当の支給制限） 



第１４条 退職をした者に対しまだ当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各

号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした

者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者）に対し、第１２条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退

職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職

手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

第１４条 退職をした者に対しまだ当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各

号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした

者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者）に対し、第１２条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退

職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職

手当等の全部又は一部を支給しないこ

ととする処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当

該退職後に起訴をされた場合にあっ

ては、基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に限る。）に関し当該退職

後に拘禁刑以上の刑に処せられたと

き。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当

該退職後に起訴をされた場合にあっ

ては、基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に限る。）に関し当該退職

後に禁錮以上の刑に処せられたと

き。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

２から６まで （略） ２から６まで （略） 

  

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者

に対し、第１２条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の

第１５条 退職をした者に対し当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者

に対し、第１２条第１項に規定する事

情のほか、当該退職をした者の生計の



状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般

の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１０条第３項、第６項又は第８項

の規定による退職手当の支給を受ける

ことができた者（次条及び第１７条に

おいて「失業手当受給可能者」とい

う。）であった場合には、これらの規

定により算出される金額（次条及び第

１７条において「失業者退職手当額」

という。）を除く。）の全部又は一部

の返納を命ずる処分を行うことができ

る。 

状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般

の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１０条第３項、第６項又は第８項

の規定による退職手当の支給を受ける

ことができた者（次条及び第１７条に

おいて「失業手当受給可能者」とい

う。）であった場合には、これらの規

定により算出される金額（次条及び第

１７条において「失業者退職手当額」

という。）を除く。）の全部又は一部

の返納を命ずる処分を行うことができ

る。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられたとき。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられたとき。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

２から６まで （略） ２から６まで （略） 

  

（退職手当受給者の相続人からの退職

手当相当額の納付） 

（退職手当受給者の相続人からの退職

手当相当額の納付） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日

から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場

合において、当該刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられた後において第

１５条第１項の規定による処分を受け

ることなく死亡したときは、当該退職

に係る退職手当管理機関は、当該退職

手当の受給者の死亡の日から６月以内

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日

から６月以内に基礎在職期間中の行為

に係る刑事事件に関し起訴をされた場

合において、当該刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられた後において第１

５条第１項の規定による処分を受ける

ことなく死亡したときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に



に限り、当該退職手当の受給者の相続

人に対し、当該退職をした者が当該刑

事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せら

れたことを理由として、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合には、

失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該刑事

事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合には、失業

者退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を

行うことができる。 

５から８まで （略） ５から８まで （略） 

 

（四日市市客引き行為等の防止に関する条例の一部改正）  

第７条 四日市市客引き行為等の防止に関する条例（平成２７年四日市市条例第４３

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（罰則） （罰則） 

第７条 第４条第１項第２号の規定に違

反した者は、５０万円以下の罰金又は

拘留若しくは科料に処する。ただし、

常習として同号の規定に違反した者

は、６月以下の拘禁刑又は５０万円以

下の罰金に処する。 

第７条 第４条第１項第２号の規定に違

反した者は、５０万円以下の罰金又は

拘留若しくは科料に処する。ただし、

常習として同号の規定に違反した者

は、６月以下の懲役又は５０万円以下

の罰金に処する。 

２ 第５条第３項の規定による市長の命

令（第４条第１項第１号の規定にかか

る者に限る。）に違反した者は、３０

万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

に処する。 

２ 第４条第１項第１号の規定に違反す

る行為に対する第５条第３項の規定に

よる市長の命令に違反した者は、３０

万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

に処する。 

３ 第５条第３項の規定による市長の命

令（第４条第２項の規定にかかる者に

限る。）に違反した者は、２０万円以

３ 第４条第２項の規定に違反する行為

に対する第５条第３項の規定による市

長の命令に違反した者は、２０万円以



下の罰金又は拘留若しくは科料に処す

る。 

下の罰金又は拘留若しくは科料に処す

る。 

 

（四日市市食肉地方卸売市場業務条例の一部改正）  

第８条 四日市市食肉地方卸売市場業務条例（昭和４７年四日市市条例第３２号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（許可の基準） （許可の基準） 

第６条の３ 市長は、前条の規定により

卸売業務の許可を受けようとする者

（以下この条において「申請者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当す

るときは、前条の許可をしないものと

する。 

第６条の３ 市長は、前条の規定により

卸売業務の許可を受けようとする者

（以下この条において「申請者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当す

るときは、前条の許可をしないものと

する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 申請者である法人又はその業務を

執行する役員が、拘禁刑以上の刑に

処せられた者又は法の規定に違反し

て罰金以上の刑に処せられ、その刑

の執行を終わり、若しくはその刑の

執行を受けることがなくなった日か

ら２年を経過しない者であるとき。 

(2) 申請者である法人又はその業務を

執行する役員が、禁錮以上の刑に処

せられた者又は法の規定に違反して

罰金以上の刑に処せられ、その刑の

執行を終わり、若しくはその刑の執

行を受けることがなくなった日から

２年を経過しない者であるとき。 

(3)から(7)まで （略） (3)から(7)まで （略） 

 

（四日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正）  

第９条 四日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年

四日市市条例第５４号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（退職報償金支給の制限） （退職報償金支給の制限） 



第６条 退職報償金は、次の各号のいず

れかに該当する者に対しては支給しな

い。 

第６条 退職報償金は、次の各号のいず

れかに該当する者に対しては支給しな

い。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者 (1) 禁錮以上の刑に処せられた者 

(2)から(5)まで （略） (2)から(5)まで （略） 

 

（四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正）  

第１０条 四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１年

四日市市条例第１１号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（欠格条項） （欠格条項） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する

者は、団員となることができない。 

第４条 次の各号のいずれかに該当する

者は、団員となることができない。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その

執行を終わるまでの者又はその執行

を受けることがなくなるまでの者 

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執

行を終わるまでの者又はその執行を

受けることがなくなるまでの者 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

 

（四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正）  

第１１条 四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（平成１９年四日市市条

例第４４号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（罰則） （罰則） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当す

るときは、その違反行為をした者は、

１年以下の拘禁刑又は１０万円以下の

罰金に処する。 

第１７条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、１年以下の懲役又は１０万円

以下の罰金に処する。 

(1) 第２条第１項又は第３項の規定に

違反して浄化槽保守点検業を営んだ

(1) 第２条第１項又は第３項の規定に

違反して浄化槽保守点検業を営んだ



とき。 者 

(2) 偽りその他不正の手段により第２

条第１項又は第３項の登録を受けた

とき。 

(2) 偽りその他不正の手段により第２

条第１項又は第３項の登録を受けた

者 

(3) 第１３条第１項の規定による事業

の停止の命令に違反したとき。 

(3) 第１３条第１項の規定による事業

の停止の命令に違反した者 

  

第１８条 次の各号のいずれかに該当す

るときは、その違反行為をした者は、

５万円以下の罰金に処する。 

第１８条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、５万円以下の罰金に処する。 

 (1) 第９条第３項の規定に違反して必

要な措置をとらなかったとき。 

 (1) 第９条第３項の規定に違反して必

要な措置をとらなかった者 

 (2) 第１０条第１項の規定に違反して

浄化槽の保守点検を行ったとき。 

 (2) 第１０条第１項の規定に違反して

浄化槽の保守点検を行った者 

 (3) 第１２条の規定に違反して帳簿を

備えず、帳簿に記載せず、若しくは

虚偽の記載をし、又は帳簿を保存し

なかったとき。 

 (3) 第１２条の規定に違反して帳簿を

備えず、帳簿に記載せず、若しくは

虚偽の記載をし、又は帳簿を保存し

なかった者 

 (4) 第１４条第１項の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をしたと

き。 

 (4) 第１４条第１項の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をした者 

 (5) 第１４条第２項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は同項の規定による質問に対して答

弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし

たとき。 

 (5) 第１４条第２項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は同項の規定による質問に対して答

弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし

た者 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。  

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。  



３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規

定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」と

いう。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項

において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁

錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又

は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、

当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁

刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。  

（人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例による

こととされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁

刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期

を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする

旧拘留に処せられた者とみなす。 

 （四日市市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理

等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例（以下これらを「刑法等

一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定め

られている刑につき起訴をされた者は、第５条の規定による改正後の四日市市職員

給与条例第６０条の４第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に

係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起

訴をされた者とみなす。 

 （四日市市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められ

ている罪につき起訴をされた者は、第６条の規定による改正後の四日市市職員退職

手当支給条例第１３条第１項及び第５項、第１４条第１項（第１号に係る部分に限

る。）並びに第１７条第４項並びに四日市市職員退職手当支給条例第１７条第３項

の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみな



す。 

（総務部総務課） 

 


